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企業の組織再編と労働運動
―そごう・西武労働組合のストライキをめぐって

Ⅰ　は じ め に

１　解　題

　本稿は，ストライキを決行するにあたり，労働
組合のリーダーたちが何に悩み，どう壁を乗り越
えようとしてきたのかをインタビューした記録で
ある。
　2023 年 8 月 31 日，そごう・西武労働組合が，
池袋本店でストライキを行った。百貨店でのスト
ライキは，およそ 60 年ぶりのことだった。本稿
のインタビュー対象者は，このストライキを実施
した労働組合の委員長である寺岡泰博氏と，同組
合が加盟する UA ゼンセンで流通部門の百貨店
部会長を務める西嶋秀樹氏である。寺岡氏には，
なぜストライキに踏み切ったのか，その決断の背
景を語ってもらい，西嶋氏には同業他社の労働組
合としていかなる支援を行ったのか，産業別組合
内でどのような議論が交わされてきたのかを話し
てもらった。
　寺岡氏のみならず西嶋氏にもインタビューを
行った理由は，このストライキが企業の組織再編
に端を発したものだったことにある。すなわち本
件は，企業内の労使間で協議しているだけでは，

労働組合は十分な情報を入手することも，交渉を
進めることも難しく，企業グループレベルの組合
連合体や産業別組合の役割が問われた事象だった。
　そもそも企業別組合を特徴とする日本では，一
般的に企業の枠を超えた労使協議や団体交渉は行
われていない。それゆえ企業の売却や分割などの
組織再編は，そこで働く者の雇用や労働条件を大
きく揺さぶる場合であっても，企業別組合はそれ
に対して協議や交渉をする手段を持ちえていない
ことが多い。組織再編が珍しくなくなった今日，
労働組合がこれにどう対峙していくのかは，重要
な課題となってきた。こうした問題意識から，本
インタビューでは，両氏に企業別組合の枠を超え
た組合運動の実態と課題についても語っていただ
いた。
　日本の労使関係は，労使間の密なコミュニケー
ションをベースとした協調的性格を特徴とする
が，そごう・西武労働組合も例外ではない。百貨
店業界は，90 年代以降，業績不振が続いてきた。
そごう・西武の店舗数は，2009 年にそごうと西
武が合併して発足した当時は 28 店舗だったが，
2024 年現在，10 店舗にまで減少している。しか
し，これらの店舗閉鎖の過程で，労働組合がスト
ライキを実施したことはない。各時代，各店舗で
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状況はそれぞれ異なるものの，いずれも労使で繰
り返し協議を重ね，退職や異動に伴う条件を合意
し，閉鎖が進められてきた。組合の主張に基づけ
ば，今回のストライキも，株式売却という経営の
行動を阻止することが目的だったのではなく，こ
うした丁寧な労使協議ができなかったことが引き
金となった。すなわちこのストライキからは，協
調的労使関係においても事前協議や十分な労使コ
ミュニケーションがなされなければ，労働組合が
強く反発する場合があることが分かる。
　ではなぜ，従前のような労使関係が機能しな
かったのだろうか。インタビューに基づくと，1
つには労使関係に対する使用者側の姿勢に起因し
ているが，今 1 つには労働組合が求めた協議や交
渉が，企業の枠外のものだったことにあるだろう。
　株式売却の報道を受けて労働組合は親会社であ
るセブン＆アイ・ホールディングスに協議や交渉
を働きかけた。だが，そもそも親会社が使用者性
を有するのかどうかははっきりとせず，協議や交
渉に応じる義務があるとも断言できないなか，膠
着状態が続いた。労働組合は，それを打破するた
めにスト権の確立に踏み出した。ただし，労働組
合側も，企業の枠を超えた協議や交渉に，子会社
の企業別組合のみがテーブルにつくのか，グルー
プ労連や上部団体も参加するのかが定まっていた
わけでもなかった。スト権確立後に始まったホー
ルディングスとの労使協議には，当初，単組のみ
ならず労連と上部団体がオブザーバーとして同席
した。しかし次第に，労働組合間の認識にズレが
生じていった。労働組合間で足並みをそろえてい
くことの難しさもうかがわれる。
　このストライキは，結果的に組織再編の結論を
大きく変えたものではない。しかし，副次的な効
果は小さくなかった。多くの組合員がストライキ
への支持を表明し，職場内の連帯が強まっただけ
でなく，一般の人々が支援の声を上げ，組合運動
を後押しした。ストライキ決行に至るまで，組合
リーダーたちは組合同士の連帯はいかにあるべき
なのか，組合運動の本質は何であるのかなど，真
剣な議論を幾度も交わした。その結果，みえてき
た課題もあった。このインタビュー記録が，今後
の労使関係のあり方を論じ，再考する一助となれ

ば幸いである。

２　インタビュー概要

⃝日時：2024 年 8 月 27 日（火）14：00～17：00
⃝場所：立教大学
⃝ インタビュイー：寺岡泰博氏（そごう・西武労

働組合中央執行委員長），西嶋秀樹氏（髙島屋労
働組合中央執行委員長，UA ゼンセン流通部門百
貨店部会長）

　※ 50 音順，いずれも肩書はインタビュー当時
⃝ インタビュアー：首藤若菜（立教大学経済学部・

教授），鈴木恭子（労働政策研究・研修機構・研
究員），西村純（中央大学商学部・助教）

　※  50 音順，いずれも本誌編集委員，所属・肩
書はインタビュー当時

３　ストライキの経緯

　株式会社そごう・西武は，年間売上高約 5000
億の大手百貨店である 1）。2006 年 6 月にセブン＆
アイ・ホールディングス（以下「ホールディング
ス」と略す）に買収され，その後 17 年間にわた
り，その子会社として事業を営んできた。だが
2022 年 2 月，ホールディングスがそごう・西武
の株式売却を検討しているとの一報が流れた 2）。
ホールディングスの井阪隆一社長（当時）は，同
年 4 月の決算説明会でその事実を認めた。同年 7
月には，アメリカの投資運用会社であるフォート
レス・インベストメント・グループが，売却にむ
けた優先交渉権を獲得したと報じられた 3）。さら
に秋には，売却にあたり大手家電量販店であるヨ
ドバシカメラがパートナーとなること，売却後に
は核となるテナントとしてヨドバシカメラの出店
が予定されていることなどが報道された 4）。2022
年 11 月，ホールディングスとフォートレス・イ
ンベストメント・グループは，そごう・西武の株
式譲渡を合意し，譲渡日は当初 2023 年 2 月 1 日
とされた。だが，これらの報道を受けて，労働組
合，西武池袋本店が位置する豊島区，西武池袋本
店の地権者である西武ホールディングスなどから
懸念の声が上がり，譲渡実行日は繰り返し延期さ
れた。
　そごう・西武労働組合によれば，同労組はこれ
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らの報道を受けてホールディングスに繰り返し団
体交渉を申し入れた。だが，井阪社長と直接話し
合う機会を持てないまま，時間が過ぎていった 5）。
同労組は，セブン＆アイ労連にも加盟しており，
労連とホールディングス経営陣との労使協議の場
でも，本件に関する情報共有を求めたが，的を射
た回答を得られずにいた。そこで 2023 年 7 月，
労働組合はストライキ権の確立にむけた組合員投
票を実施した。その結果，投票総数 3833 票，賛
成率 93.9％と組合員からの高い支持を集めた。そ
の後はスト権を後ろ盾にして，ホールディングス
に事前協議や団体交渉を求めたものの，協議がま
とまらないまま，株式売却に向けた準備が進展し
ていった。最終的に組合は，2023 年 8 月 31 日に，
西武池袋本店にてストライキを行った。
　ストライキの翌日，フォートレス・インベスト
メント・グループへ株式譲渡の完了が発表され
た。売却後，ヨドバシカメラの出店により池袋本
店の売り場面積は半減することとなり，2024 年
の夏には，西武池袋本店が正社員以外のパート社
員や契約社員ら 400 名を対象に退職する際の支援
金を支給することが発表された 6）。

Ⅱ 　そごう・西武労働組合とホールディ
ングスの労使関係

１　自己紹介

　首藤　まず簡単に自己紹介をお願いします。
　寺岡　私は労働組合よりはむしろ現場のほうが
長く，今 32 年勤務していますけど，21 年は現場
にいて，残りの 11 年ぐらいが組合専従者という
キャリアです。現場実感を持ちながら，どう組合
員の気持ちを会社側に伝えていくのがいいのかな
という視点でずっと活動してきました。
　そのなかでも，セブン傘下に入ってからは縮小
均衡の政策が非常に多かったので，どうやって雇
用を守っていくのかという視点を重点に取り組ん
できました。今回，本当に雇用が守れるのかが 1
つのテーマになって，最終的に活動の出口がスト
ライキになったという感じです。よろしくお願い
します。
　西嶋　髙島屋労働組合の西嶋です。よろしくお

願いします。UA ゼンセン流通部門で百貨店部会
の部会長をさせていただいています。百貨店部会
には，全国の百貨店労組が所属をしていまして，
そのなかで，都心だけではなく地方も含め主要百
貨店 14 労組が百貨店部会運営委員として 1 カ月
に 1 回ほど集まって会議をしています。そのつな
がりのなかで，去年のストライキを含めた一連の
そごう・西武労組への支援活動をさせていただき
ました。

２　ストライキに至る経緯

　首藤　ストライキに至るまでの経緯を簡単に教
えてください。
　寺岡　そもそもこの労使交渉の入り口は，そご
う・西武の売却報道が先行していましたので，そ
の事実を知りたいというものでした。とりわけ，
ホールディングス傘下の子会社だったので，情報
が私たちにダイレクトに入ってこない。労働組合
という立場でもそうですし，会社経営側という立
場から見ても，親子関係のなかで情報統制がされ
ていることがこれまでもあったので，しっかりと
知りたいということが第 1 の気持ちとしてありま
した。
　我々は労働組合なので，売却後の雇用が大丈夫
なのかということを一番知りたかったわけです
が，それ以前に株式売却に関する情報がない。井
阪社長は「何も決まっていない」「話すことはな
い」って言うばかりで，「インサイダー取引に抵
触する」とか，どれが本当の理由か分からないで
すが，話さないということが，僕らにとっては一
番の障壁というか，交渉のテーブルに乗ってもら
えないことが，一番つらかったです。
　首藤　それまではホールディングスとの間で，
どのような労使協議の体制があったのですか。
　寺岡　我々は元々あったイトーヨーカ堂のグ
ループ企業ではなく後から傘下になった会社なの
で，経営統合前のことは分からないのですが，と
くに鈴木さん（鈴木敏文氏，2005～2016 年セブン＆
アイ・ホールディングス会長）は，ある程度，労使
関係とか労働組合に関して見識があり，労使対等
な精神を持ちながら，お話をされていたと伺って
いました。一方，井阪社長はどちらかというと，
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企業内組合がない会社，組織で育ってきたという
こともあり，まず労使が話し合う土壌がなかった
んです。
　だから春闘（統一闘争）のときも，なかなか
我々の意図なり思いを伝える場面がありませんで
した。セブン＆アイグループ労連としても労使協
議ができる枠組みが必要だねということで，井阪
社長が就任した翌年の春（2017 年）に，我々の考
えを伝える場面を持ちたいと申し出て，春の賃金
交渉のタイミングで話し合う協議会を持ちまし
た。そこからのスタートでした。
　年 1 回は定例の協議をやりながら，もし何か火
急的に話合いをしなきゃいけない場面があれば都
度協議しましょうという取り決めというか，協約
とかは結んでいないんですが，その枠組みのなか
で，ホールディングスと各事業会社であるグルー
プ労連傘下の代表組織が話す機会を，年に複数回
持たれるようになりました。あとは社会的に旬な
テーマを持って労使フォーラムなども開催してき
ました。ただ，我々が，事業会社労使で毎月定例
のようにやっている経営協議会のような場は持っ
ていないですし，是々非々で協議するような場面
ではなく，どちらかというと情報をもらう，もし
くは伝えるというような枠組みの域を出ていな
かったと思います。セブンプレミアムのようなグ
ループ横断での取り組みは一部ありましたが常日
頃からグループの一員として感じ取れるコミュニ
ケーション機会は多くはなかった。組合として
は，そこがやっぱり一番きつかったです。そこか
ら不信感につながるわけですけども，それは以前
から課題と認識していました。
　西村　ホールディングスの労使協議では，具体
的には何が話し合われていたのですか。
　寺岡　そもそも春闘（統一闘争）のタイミング
で定期的にやりましょうとして始まっていたの
で，たとえば，今年の春闘は連合が何％ベース
アップで，UA ゼンセンが何％ベースアップの方
針を掲げています，我々は上部団体に加盟してい
る組織なので，妥結権はゼンセンにありますが，
それを前提に，業績を鑑みるとこれぐらいベース
アップを要求しようと思っています。ただし，交
渉自体は事業会社労使が前提なので，ホールディ

ングスとしては「そういうことをベースに交渉す
る」ことを理解しておいてくださいね，みたいな
ことを，球を投げる形です。
　ホールディングス側は，旬なものがあれば，今
年度こういう計画があるよと言いますけども，基
本的には聞かない限りは特段話さないです。
　首藤　今回のストライキに至る経緯のなかで
ホールディングスに不信感を抱いたのはいつ頃で
しょうか。
　寺岡　とにかく，出てくる新しい情報は全てメ
ディアが先行していたんです。経営の専権事項と
して裏で知らない間に交渉が進むのは，いいとは
言わないですけども，我々もこれは裏で動いてい
る話だなということで済むわけですが，いずれも
よくも悪くも表（メディア）に出てくるわけです。
　しかもゴシップ的なことというより，割とリア
ルな真実に近い情報として，NHK だったり日経
新聞だったりが，確度の高い情報として定期的に
報じてくる。そうすると，現場にいる社員からす
ると，お客様から，「池袋のお店って大丈夫なの」

「クレジットカードや，商品券が使えなくなっ
ちゃうんじゃないの」とか，さらに言えば時計や
家具とかで「メンテナンスができなくなっちゃう
んじゃないの」みたいなことを日頃から言われる
わけです。直接経営から従業員が何も聞かされて
ないなかで，日々お客様に接していかなきゃいけ
ないので，フラストレーションが積み重なってい
くことに，すごい憤りを感じました。そこが一番
の課題だと認識しており，これをそごう・西武の
経営側には毎月の交渉のなかで何度も伝えていま
した。
　ただ，弊社経営陣は，その状況を理解するもの
の，自分たちがこの取引の主体じゃないため如何
ともしがたいと思っていたようです。現場実態を
聞いていながら親会社との間にも板挟みで困って
いる状況が垣間見れたように感じていました。さ
すがにそのままの状態で，半年が経過してきたの
で，我々としては，事業会社とだけでなく親会社
であるホールディングスに対しても，直接的に協
議を呼びかけていかざるをえなくなっていきま 
した。
　首藤　ホールディングスとの協議で質問しても
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十分な回答が得られなかったということですか。
　寺岡　ホールディングスとの労使協議の場で
は，もちろん交渉の進捗状況について質問はしま
したし，グループ労連会長も当然聞いてくれてい
ました。しかし，「このタイミングで話すことは
ない」などの回答で，それ以上の話はなかったん
です。
　鈴木　経営は意図的・戦略的にメディアにリー
クしていたのでしょうか。労組と対峙して直接コ
ミュニケーションするという面倒・手間は避け
て，メディアにリークすればみんなが知るところ
になるという意図だったのでしょうか。
　寺岡　相手は認めてないのでそれを断定するこ
とはできないですけども，明らかにそうだろうと
いうことは記事内容からも垣間見れました。本気
で我々と向き合う気があるのかなと思わざるをえ
ませんでした。
　最終的に私は個別に井阪社長と対峙したわけで
すが，そのなかでも，これ，社是 7）にもあるわけ
ですけど，交渉当初から誠実な対応さえしていれ
ば，組合員が理解，納得できることもあったと思
います。というのは，我々は別に株式売却そのも
のを反対していたわけじゃなかったので，ホール
ディングスからグループ外へ出ることも別にいと
わなかった。ただ，その具体的内容が分からなく
て，雇用もどうなるか分からないし，ましてや，
なりわいは百貨店であるにもかかわらず，売却先
の実態がヨドバシさん，かつ買うのは土地建物の
みということからすると，事業継続できるのかと
いう不安感があるわけです。当初，井阪社長はそ
ごう・西武の再成長のために行う売却でベスト
オーナーを探していると言っていたにもかかわら
ず，ふたを開ければ百貨店売上全国 3 位，入店客
数世界 1 位の池袋本店を売却と聞けば誰だって成
長させたいのはどの会社ですかと疑います。株式
売却もコミュニケーション機会もスキームの問題
で最初から誠実に向き合っていただければ，スト
ライキを経ずに解決できたことがあるのではない
かというのは今でも思っています。
　西村　井阪社長が，コンビニ事業と同じような
感覚で各事業会社を見ていたのかなという印象も
受けます。ご本人としては，実は誠実に対応して

いるおつもりだったのでは。
　寺岡　それはよく言われることで，ご本人の性
格は至って真面目です。愚直で，実直で，強い信
念を持って経営されていると思います。だから

「こんなに誠実に話しているのになんで理解でき
ないんだ」と感じていた側面もあったのではと思
います。この齟齬が生じた原因を考えているので
すがコンビニ経営者として，これまで店舗オー
ナーさんと接しているんですね。つまり，無意識
の感覚として従業員じゃなくて，接し方がおそら
く対オーナーなんです。何か問題があるとオー
ナーと法廷闘争になることがあります。この場
合，協議もされるのでしょうけど，それよりは企
業の顧問弁護士を通じて法律の解釈でどう解決し
ていくかと対応してきたわけで，顧問弁護士と相
談して，こう対処せよとか，これは法的に問題な
いということに愚直に対処してこられた方だと思
います。オーナーさんと労使協議などという枠組
みはないでしょうから，私見ですけどそれを労働
組合との労使関係にもあてはめてしまい，こじれ
てしまったのかもしれません。
　僕らは労使協議をやると，営業上の機密的な情
報であったとしても，やはり社長と組合のトップ
で共有することもあります。これはこれから会議
にかける案件だけども，こういうことがあるか
ら，ちょっと委員長だけでも理解しといてくれ
よ，みたいなことは，多分大なり小なり労使の信
頼関係，相互理解のなかでありますよね。でも，
そうしたことが全くなかったんです。
　首藤　協議するために，組合はスト権を確立し
たわけですね。
　寺岡　単純に協議を申し入れても全然駄目で，
でも株式譲渡の交渉だけはどんどん前に進んでい
く。振り返ると，2022 年 11 月 11 日に株式譲渡
契約がされて，その後株式譲渡契約の完了が「翌
年の 2 月です」となったわけです。ただ，ここで
決まるわけではなく，それが「3 月です」とな
り，さらに「無期限です」となってきたわけで
す。僕らとしては，その間，全く膠着状態でホー
ルディングスの動きが見えなくなってしまった。
でも，株式譲渡交渉は確実に一歩ずつ進んでいる
感じがしました。
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　これは我々も組合の顧問弁護士先生と話してい
くなかで，新たな手を打って流れを変えていくべ
きじゃないかという話が出て，幾つかの選択肢の
なかで，実際にストするかしないかは別として
も，スト権を確立するところまでやれば，組合と
しての意思をある程度伝えることができるんじゃ
ないかと考えました。やるだけのことはやろうと
いうことでしたね。
　このタイミングで髙島屋労組西嶋さん含めて他
労組の方々には弊組の活動を後押しする署名とか
もホールディングスへ提出してもらっていたの
で，百貨店業界の横のつながりという意味ではス
ト権確立の前に 1 つ取り組みした後でした。

Ⅲ　労働組合間の連帯

１　そごう・西武労組とUAゼンセン百貨店部会

　西村　スト権を確立するには，上部団体である
UA ゼンセンに事前通知をするのでしょうか。
　寺岡　一般的にはゼンセンのストって，春闘

（統一闘争）のタイミングで，賃金交渉に入る際
にスト権を確立して交渉に入って，時間切れの場
合は打つぞという流れがあるわけです。交渉前，
スト権確立のタイミングが事前か事後かというこ
とを各単組別に集約しているんですけども，そも
そも春闘，賃金闘争以外のタイミングでストをや
るとかやらないという話は例外的だったと思うん
です。
　弊組の活動状況はグループ労連と一緒に随時共
有していましたが，ゼンセンの指導をどのタイミ
ングでどれぐらい行うのか含めて，ゼンセン内部
でも実は明快な答えがあるわけではなくてケース
バイケースだったりするようなんです。よって，
ゼンセン本部に本格的に報告する前に，ある程度
自主的な，文殊の知恵みたいな，非公式の特別委
員会的ななかで対策会議というか対策ミーティン
グをしようという話が出て，そんな枠組みで情報
共有していたんです。そのなかで，労使協議が手
詰まりなので次の手を打ちたいと思っていますと
話して，顧問弁護士先生とも相談して，もちろん
ゼンセンにも弁護士先生はいるわけですけども，

我々が抱えている弁護士団と話をしながら，「ス
ト権確立をして，もう一歩活動レベルを踏み込ん
だほうがいいんじゃないか」って話が出ていま
す，ということをお伝えしました。なので，本部
に申請して，ゼンセンで委員会を立ち上げて，中
央執行員会で議論して決議を採ってみたいな手順
は踏んでないです。
　首藤　西嶋さんは百貨店部会長として，どう対
応されたのですか。
　西嶋　そもそもこの間そごう・西武労組さんの
姿勢や活動には賛同していたので，スト権確立に
ついても「そごう・西武労組の判断を尊重しま
す」という受けとめ方で UA ゼンセンには返答
しました。
　2023 年 8 月にストライキがありましたが，そ
の 1 年半前に「セブン＆アイ・ホールディングス
がそごう・西武の株式売却を検討」と報道されて
以降，寺岡さんから百貨店部会のなかで継続的に
情報共有はしていただいていました。そのなかで
は，遅々として労使間の情報共有が進まないとい
う話があり，そして 2022 年 11 月に株式譲渡契約
が発表（売却時期は 2023 年 2 月 1 日）されました。
その報道後 2023 年 1 月に，我々百貨店部会の 14
単組の組織代表者で，セブン＆アイと，（売却先
である）フォートレスの代表者に対して要請書を
出したというのが，最初の具体的な動きです。
　その後は，署名活動や，百貨店協会に対して
も，この間の百貨店部会の動きを承知しておいて
くれと要望書を出したりしました。最後は，スト
ライキの直前に，同じく 14 単組の代表者でセブ
ン＆アイの取締役と監査役に対して，誠実な労使
協議の進展と労使双方の合意により結論を見出す
ことへの願いとともに，我々はそごう・西武労組
の活動について今後も全面的に支持・支援する意
見表明を出しました。これらのことからも，そご
う・西武労組のスト権確立に関しては，我々は当
然のこととして賛同する形を継続するということ
でした。
　首藤　要請書の内容を具体的に教えて下さい。
　西嶋　要請書の内容は 2 点あります。1 点目は，
建設的な労使協議を行ううえで必要な情報開示及
び事業継続と雇用維持に関する事業会社労使間の
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協議・決定を尊重すること，2 点目は，お取引先
への誠実な対応や地域社会も含めたステークホル
ダーへの説明責任を果たしてくれということでし
た。これらを前提に，意見表明としては，そご
う・西武労組の姿勢，活動を全面的に支援・支持
することを表明したということですね。
　寺岡　ステークホルダーは別に株主だけじゃな
いでしょうと。我々も含めていろんなステークホ
ルダーがいるじゃないですか。平等に説明してく
れ，意見を聞いてくれという内容です。当時，メ
ディアにも取り上げられていたのでよくご存じだ
と思うんですけど，前豊島区区長さんとか商工会
議所の方々も含めて，最初は西武ホールディング
スもそうだったと思いますけども，やっぱり
ちょっとこの進め方はどうかというような反応
だったので，そこに耳を傾けてほしいと要請して
いただきました。ただ有無を言わせず売却反対み
たいなことは多分，西嶋さんのところも言ってな
いし，我々も言ってないです。
　西嶋　そうですね。

２　産業別組織・UAゼンセンとの関係

　首藤　UA ゼンセンの反応はどうでしたか。
　寺岡　スト権確立にあたっては弊組組合規約に
則って，中央代議員の直接無記名投票の過半数で
スト権確立の発議後に全員投票をするんですね。
規約では過半数の承認で確立することになってい
ますが，UA ゼンセンの認識としても，この行為
自体が経営に対する圧力になるよねと。確立させ
るだけだったら 50％以上，過半数でいいんだけ
ども，労組としての経営に対する姿勢ということ
でいうと，限りなく 100％に近い，90％以上の承
認を得ないと，スト権を確立してもむしろ逆に経
営側にアドバンテージを与えちゃうことになるの
で「大丈夫か，その覚悟はあるのか」だとか，

「本当にその道筋は見えているのか」ということ
は大分問われましたね。それが見えているんだっ
たらやったらいいんじゃないのと言われました。
　首藤　それは見えていたんですか。
　寺岡　いや，正直見えてないです。ゼンセンの
流通部門でいうと，いくつかの労組さんが毎年い
わゆる春闘のタイミングでスト権を事前確立され

ているんですね。僕がその労組さんから聞いてい
た話だと，毎年やっているので，執行部側も組合
員さんも結構慣れているのですが，それでも，賛
成率は 90％ぐらいだよと聞いていたんです。
　で，限りなく 100％賛成を目指せって言われた
ときに，我々も従業員の声は各支部の代表から聞
いていて，とくに池袋は「絶対やるぞ」という感
じだったんですけども，幾つかの支部のなかで，
分かりやすかったのは，法人外商の支部ですが，
ここは法人のお客さまと日々 B to B，B to C の
商談をしているわけです。ストだの何だの我々が
声を上げれば上げるほど，企業イメージにはよく
ないわけです。何か従業員と会社がもめているみ
たいな。そうなると，「そういうところとの取引
はできかねる」みたいに言われ始めていたんで
す。営業上差しつかえるようなことが，本当にそ
れがいいのかというようなことが渦巻いていたん
です。
　僕らとしても，まず過半数は取れるだろうけど
も，限りなく 100％賛成って言われたら，正直分
からないなというのはあったんです。だけども，
もう会社との協議が膠着状態だったので，我々と
してはもう引くに引けないというか，次の手を打
つしかなかったので，そうだとすると，限りなく
賛成票を 100％にするためにどうするかというこ
とで，僕がオルグで全国各地に入って集会を開い
たんです。これまでの交渉経緯をまとめた簡単な
動画もつくって集会の冒頭に見てもらうこともし
ました。それで 93.9％という賛成票をいただきま 
した。
　それを報告すると，ゼンセンの委員会（非公
式）メンバーも，ほんとにそれだけ取ったんかみ
たいな感じで，そこで初めてゼンセンも，こいつ
ら本気でやる気かもという感じになったような記
憶があります。
　鈴木　ストをやることがこんなに大変なのかと
いう印象を受けます。ルール上は 50％以上賛成
を得たらスト権が確立するはずなのに，それだけ
では不十分だって皆さん思っている。しかし，
個々人の抱える利害や考え方が多様であることは
当然であって，限りなく 100％に近い同意を求め
るというのは，現実的に不可能なのではないかと
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感じます。そういう過剰に同意を求める考えが，
ストライキのハードルを上げてしまっているので
はないでしょうか。
　首藤　そうですよね。全国を回れば，当然，ス
トは困るよ，みたいな声もあったと思うんです
が，こちらが誠実に話をしていくことで，変わっ
ていったということですか。
　寺岡　潮目が変わっていったことを，肌感覚で
感じていました。当時は大分お店も減っていまし
たけど，それでも北は秋田から南は営業所を入れ
ると博多まであるので，本社（東京）から遠くな
ると直接的な声って届いてないんです。誰かを介
して少し聞いているだけとか，場合によっては全
く真意が届いてないケースもありました。
　みんなストライキって言うと，「えっ」となる
かもしれないですけど，もともと我々が主張して
いるのは，「雇用って大丈夫ですか，何でそれを
教えてくれないんですか」ってことです。「それ
を聞きたいのは僕だけじゃなくて，みんなが本当
にそう思っているんですよね？　それを単純に問
いたいだけです」，ということをストレートにそ
の場で言うと，あ，単純にそれだけのことなん
だ，とみんなが理解してくれて，だったら，それ
は声を上げようと，みんなの態度が変わっていき
ました。そこは僕が話をする前と後での違いをす
ごい感じたので，逆に言うとオルグって大事や
なって僕自身があらためて感じたのもそこでし 
たね。
　西村　非常に高い数字を見せた結果，ゼンセン
に対してもストを実施するかもしれないという
メッセージが伝わった部分があると思うのです
が，その後にゼンセンとの関係性とかやりとりの
内容は変わっていきましたか。
　寺岡　このタイミングでは，恐らくそうは言っ
てもまだストはやらないだろうという認識だった
と思うんですね。当然私も前向きではなかったこ
ともあります。なので，仮に本気でやるとなれ
ば，ゼンセンがちゃんと対策委員会を立ち上げ
て，本部で決議取って，本部が指揮指導します，
とそこで明言されています。
　だからある種ゼンセンは，本当にストを打つと
なれば正式に対応するつもりも少なからず想定は

あったとは思いますが，その後，団体交渉に入っ
ていきます。当初は団体交渉も我々の労使だけ
だったんですが，林社長（林拓二氏，2016～2023
年そごう・西武社長）の一方的な解任や取締役の
追加選任などと合わせてスト権確立後はホール
ディングスが入ってくることになりました。雇用
の使用者性は認めなかったものの，ついに交渉の
ステージに乗ってもらえたので我々ももう一段対
応のステージを上げたいと思い，ゼンセンの流通
部門にも，オブザーバー（立会人）として入って
ほしいと依頼して，セブン＆アイ労連と一緒に
入ってもらったんです。
　そのうえで継続的に団体交渉も行ったのです
が，それでもなかなか事態が好転しない状況が続
きました。ホールディングスの主張と私たちが感
じている矛盾点の溝は全く埋まらなかったんで
す。さらに交渉中にあらためて過半数を上回る取
締役の追加選任やメディアの情報先行が度重なり
ました。無期限と言っていた株式譲渡完了日がい
きなり報道ベースで 8 月末になり，弊社の取締役
会決議も実行する説明を受けていたのに，株主で
ある井阪社長が決議を経なくてもいいように変え
てしまった。こんな不誠実な対応をそごう・西武
の組合だけではなくて会社にも行っていたのに，
井阪社長は雇用は絶対守るという話はしている。
やりたくはないけどもこんな理解不能なことを協
議中に続けられれば組合員への役割期待，説明責
任においてもストライキを打たざるをえない状況
に追い込まれていきました。だけども本来一番力
を発揮してほしいこの局面辺りから，ゼンセンの
話しぶりが変化し，静観するようになり始めま 
した。
　首藤　寺岡委員長は，ホールディングスへの不
信感を強めていった時期に，ゼンセンはそう感じ
ていなかった，ということでしょうか。
　寺岡　親会社の団体交渉への参加や井阪社長が
雇用を守ると言ったことからゼンセンの出番はな
くなったと言ってました。ひょっとしたらこいつ
ら本当にやるかもしれないってなり始めたので，
どうやったらこれはストライキを回避しながら丸
く収まるのかというような目線に変わってきたん
でしょうね。団体交渉にも立ち会わない方がお互
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いの為ということで以後は立ち合いは控えてもら
いました。
　鈴木　当初 UA ゼンセンは支援すると言われ
たけれども，それは最初から「支援するという
ポーズ」にすぎなかったということなのでしょ 
うか。
　寺岡　当時はそんなことまで考えている時間も
余裕もなかったですが，結果的に，今から思えば
そうだったかもしれないです。別に期待していた
わけでもないですが僕から言わせれば，いや，
だって，あなたたちもしものときは指揮するって
言ったじゃないですかって話ですけど。
　西嶋　私はこの件に対して UA ゼンセンの見
解を求めました。要は，今の経緯のとおり，スト
権確立のときはゼンセンは前面に出ると言ってい
たのに，最後はストを支持しないに変わっていた
ので，その理由を聞きました。まず 1 つは，先ほ
ど寺岡さんからありましたが，スト権を確立した
以降，団体交渉が開かれ，そこに井阪社長が出席
され，「百貨店事業は継続する」「雇用は守る」と
いう言質が取れた以上，ここからは株式譲渡その
ものの是非に対してのストライキになってしま
う，つまり経営権の範疇に組合が介入することか
らストの大義がもうなくなったんじゃないかとい
うことです。
　もう 1 つは，西武池袋本店でストライキをした
ときに，UA ゼンセンのなかには，製造産業部門
があり，そこには百貨店のお取引先の労組がある
ことや，同じ流通部門内にも今回のスキームに関
連するセブン＆アイ労連やヨドバシカメラの労組
も所属しているということに対する，いわゆる組
織内の利害調整ができないということから UA
ゼンセンとして指令を出せないということの 2 点
だったんです。
　寺岡　井阪社長は，当初から雇用は守りますよ
と言っているんです。そのコメントは何度も聞い
ていますが，我々は，ほとんど何も聞かされてい
ないので，それだけじゃ分からないから，どう雇
用を守るつもりなんですか，具体的に言ってくだ
さいということを問うていたわけです。なぜな
ら，我々は，組合員に対して説明責任があります
ので，組合員から「私たちの雇用大丈夫です

か」って言われたとき，我々は「井阪社長が大丈
夫って言っているから大丈夫」と具体的対応策を
言わずして無責任なことは言えないわけです。
　なので，具体的な事象として言ってくださいと
いうことを言っていたわけです。その状況から全
く変わっていないにもかかわらず，ゼンセンがそ
の言質が取れたということを理由に我々の大義が
なくなったと言うのであれば，「その解釈には同
意できません。我々の主張は依然通ってないとい
う理解です」，という話をさせてもらいました。
　首藤　もう 1 つ理由に挙げられた他労組との調
整は，どう考えていますか。たとえばそごう・西
武の雇用を守ると，ヨドバシの雇用が減るのであ
れば，当然調整が必要となりますが，今回はそう
いう話ではありません。
　寺岡　全くないですね。そうだとすればちゃん
と配慮しますし，ホールディングスにはお取引先
さまの従業員の対応はどう考えているのかと問う
たぐらいです。そごう・西武労使の問題だと仮に
言うのであれば，じゃあ，百貨店という業態でい
うと，大部分，9 割以上がお取引先さんとの協業
で成り立っている業界なわけです。ということ
は，仮にも髙島屋労組さんが今回同じようなこと
でストですと言ったら，そこも利益相反があるか
らゼンセンからのスト指令は無理ですと言うので
すかと。
　とくに協業することが色濃く出ている業界だと
思うのですけど，それをいろんな取引先が絡んで
いるということを理由にしたら，多分，何も統一
行動ができなくて，ひいては上部団体に加盟して
いる意味がなくなってしまいます。
　首藤　さまざまな関係者が絡んでいるからこ
そ，みんなで連帯して一緒に声を上げようではな
くて，関係者に迷惑かけないようにしないといけ
ないという姿勢では，労働運動をつくっていくこ
とが難しいように思います。
　西嶋　そうです。企業間・労組間で利害が関係
する事実はあると思います。ただ，組合なので一
番大事にしなければならないのは，そのなかでも
一番困っている労組や組合員がどこなのかを考え
ることでしょう。上部団体として一番寄り添うべ
きは一番困っているところだろうと。今回，それ
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がどこなんですかというと，そごう・西武労組さ
んなんだろうと思って意見をしたんです。このこ
とは，UA ゼンセン本部に対し公の場にも追求し
ました。
　首藤　それに対しての反応は。
　西嶋　ストライキ後の UA ゼンセン定期大会
で意見した際には会長より「一番困っているのは
誰かという視点での行動力が足りなかった」とい
う発言がありました。
　また，その大会前の会議では，この間の我々の
疑問や不満をすべて伝え，大会の会長挨拶でも
しっかり触れてください，弁明すべきはしてくだ
さいという話をしました。会長挨拶では「UA ゼ
ンセン大会前の記者会見での発言のミスリード」
や「何のための UA ゼンセン（上部団体）なのか
という指摘への検証と対応」について言及されま
した。
　首藤　ストライキ前と後で，姿勢が変化したと
いうことですか。
　西嶋　そうですね，ストライキ前は，そうした
話はありませんでした。潮目が若干変わったなと
思った理由として，今回のストライキが，ゼンセ
ンが思う以上に社会から好意的に受けとめられた
ことが大きく影響したのではないでしょうか。
　その世論の流れを UA ゼンセンは利用しよう
としたんだと思います。スト後の上述の記者会見
でも，会長は「ストは賃上げ交渉の 1 つの戦術と
して増えてくるのではないか」と発言されるな
ど，今回のそごう・西武労組のストライキを，自
分たちの組織にとってプラスに働くように語られ
ました。我々としては「雇用に関するストでさえ
前面に出てこない UA ゼンセンが賃上げのスト
をできるのか」などの疑問や怒りとともに本部の
大会や流通部門の委員会で発言したということ 
です。
　首藤　UA ゼンセンとしては，やはり労使対立
は避けたいという気持ちがあったのでしょうか。
　寺岡　私見ですが正面衝突は明らかに避けてい
ると思います。
　西嶋　私はそういう風土が組織のなかに蔓延し
ていると思いました。
　西村　自組織の内ですから，ヨドバシの労組に

ゼンセンの本部から理解を求めるなど，複合産別
のメリットを生かせるチャンスだったようにも思
うのですが，それは難しいことだったのでしょ 
うか。
　寺岡　UA ゼンセンが，産別組織として大きす
ぎる故に，かじ取りが難しいなどさまざまな要素
があるかもしれませんが，1 つ思うのは，流通部
門のなかに，百貨店部会のように家電関連の部会
があり，売上大手さんの労組はおおよそ入ってい
ますが，実はヨドバシさんはその部会ではなく，
専門店部会という別の部会に入っています。いわ
ゆる業種というより，雑貨店，衣料品店などの専
門店が集まっているところの部会で，更に厳密に
いうとその専門店各単組が集まって結成している
連合会に所属されています。組合員数で言えばそ
の中核組織だと思います。なので，誤解を恐れず
に言うと，ヨドバシさんの労使関係がこじれて，
ゼンセンから離脱するような話に発展すれば，専
門店連合会の組織人員構成が大きく変わるような
組織規模なんです。ヨドバシさんのゼンセン加
盟って，どっちかというとある種会社が大きく
なっていくなかでの対策というか，相当苦労して
加盟に至った経緯も伺っていますのでそのような
生い立ちも少なからず影響していたのかもしれま
せん。
　首藤　日本の労働組合の組織化では，「会社オ
ルグ」と呼ばれる手法がありますよね。労働組合
は，本来，労働者の自主的な結社ですから，オル
グは労働者を対象に行われますが，ただ，会社側
が組合の立ち上げを拒むなかでは組合づくりも容
易ではないですし，組合ができた後の労使関係が
不安定になりがちで，それを従業員自身も望まな
い場合が多くある。そのため，オルグを会社に対
しても行う，つまり会社に労働組合の必要性を説
明し，理解してもらいながら，組合結成を進める
組織化も行われてきました。会社オルグによって
結成された労働組合でも，活発に組合活動をして
いるところもあります。
　ただ，こういう局面で，そうした結成のあり方
がアキレス腱になってくる可能性がある，という
指摘もあります。日々の組合活動はできるかもし
れないけど，何かあったときに闘う底力を持てな
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い，労働者との連帯よりも会社のほうを向いてし
まうのは，もしかするとそこに起因しているのか
もしれない，という見方です。
　寺岡　私自身も勉強不足だったのですが，今回
の一連の活動を通じて交友関係が劇的に広がりま
した。メディアのベテラン記者，顧問の先生以外
の弁護士先生，コンサルティング会社役員，大学
教授などの有識者の方々などです。そこで言われ
たのは「ある種予想されていた結果になったと
思ったほうがいいよ」ということでした。なるほ
どと思って。確かにそういう組織の立ち上げ方な
のであれば，最終局面になると合点がいきます。
あとは私も含めて人間って弱い生き物で，追い込
まれると本性というか自己防衛本能が現れます。
よく言う手のひら返しではないですけれども自己
犠牲なんて中々できることではありません。この
1 年半，人間不信になるぐらい嫌というほど見せ
つけられました。一人一人はいい人で，助け合い
の精神で行動しようと思っていても，それがいざ
組織の体裁になると，やっぱり守るところが変化
してしまうんですよね。自分の立ち位置を守るほ
うに力点が行っちゃうので，連携するのが難し
い。私も含めてみんな人間のすることだからしょ
うがないと思います。だからこれが見え隠れした
ときに，もう僕は，自単組のことは一旦抜き（勿
論しっかり自己解決する前提で）にして自らの責任
において一緒に行動してくれた人を信じるしかな
い，頼るのは百貨店部会の皆さんだとなったんで
すよ。西嶋さんにも冷静に考えてくださいってお
願いしたのですが，各組織の委員長は相当悩まれ
たと思います。でも誰ひとり抜けることなく最後
まで一緒に行動してくれました。
　鈴木　お話を伺っていると，日本の労働組合が
企業別組合であることの限界が現れているように
感じました。企業別組合なので，自分たちだけで
自社の経営層に対峙しようとすると，どうしても
立場が弱い。しかしそこで同業他社が連帯を示し
てくれたことが，企業別組合という壁を超える可
能性を見せてくれたということで，それは本当に
希望だと感じました。今回のような状況で会社の
なかに足場が築けないときに，企業という単位を
超えて連帯していくというあるべき姿が一部実現

したところが，素晴らしいと感じました。
　寺岡　そうですね。確かに同業他社は，ふだん
やっている業務も一緒だし，ふだんから定期的に
おつきあいもある近しい関係なので，これ本当に
ありがたかったんです。頭が上がりません。で
も，もう 1 つ思ったのは，実はそれだけじゃなく
て，複合産別で違う業種業態の組織は，利益相反
だってゼンセンの上層部は言うのですが，本当の
単組単位で見たときには応援してくれている人が
大勢いました。直前に僕のところに電話がかかっ
てきたり，ゼンセンの都道府県支部に電話をかけ
て，そごう・西武労組に連帯しなくていいのかと
いうことを言ってくれたり，陣中見舞いや，デモ
に入ってくれたりしている組織人がいっぱいあっ
たのです。これを規律違反だっていう人もいまし
たが，本部が言っていることと各産別や組合が
やっていること，現場で起こっていることの
ギャップが結構あって。実態は別にこれ，百貨店
業界だけの狭い話じゃなかったのです。
　西嶋　さきほど申し上げた要請活動や署名活動
も全部，私は百貨店部会の部会長の名前で出して
いたんですね。この間ずっとその肩書でやってき
たんですが，最後の最後に，UA ゼンセンが指令
を出さないということで，私にも「その肩書は使
うな」と言われました。私自身，百貨店部会長で
はなく，髙島屋労組委員長の肩書でやることに抵
抗は一切ありません。ただ，これまでずっと UA
ゼンセンの冠を出してやってきたのに，この段階
に来てその冠が外れるということは，会社側（セ
ブン＆アイ）からは，労組の力が弱くなっている
んじゃないかと見られますよと，UA ゼンセンに
も伝えました。それでも我々は，スト直前の局面
でそごう・西武労組や寺岡委員長を絶対に孤立さ
せない一心でやろうと仲間を募りました。
　首藤　そこで肩書を変えたわけですか。
　西嶋　そうです。明確に「使えない」と言われ
ましたし，スト当日のデモ行進にも参加しないほ
うがいいんじゃないですかとも言われました。私
自身，上部団体に属する身として，そもそも UA
ゼンセンに助けてもらおうとは思っていません。
ただ，今回は足を引っ張られたような思いがあり
ました。「誰のための，何のための，上部団体
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UA ゼンセンなのか」という思いとともに，有事
にこそ組織の本当の姿が見える，UA ゼンセンに
対する不信感さえ抱くこととなりました。
　寺岡　ストの前日に僕は，「あしたストをやり
ます」って報告に行ったときに，「デモやめたほ
うがいいんじゃない？」と言われて，さすがにあ
れは堪えましたね。
　西村　ゼンセンの立場では，恐らくこれほどま
でに地域とかコミュニティに支持される運動にな
るとは思ってなかったということですか。
　寺岡　事件・事故に発展すればそれは大変なの
でリスクヘッジをすること自体は否定しません。
でも恐らく当日の異常なほどまでの熱気や地域の
皆さんの温かい声援，比較的好意的な報道などの
結果は想定していなかったと思います。僕らも当
然してなかったですけどね。
　首藤　百貨店部会の単組は，もともと JSD（日
本サービス・流通労働組合連合）という別の産別で
したが，2012 年に当時の UI ゼンセン同盟と統合
した経緯があります。組織が別だったために，そ
もそも運動論に違いがあった可能性もありますか。
　西嶋　どうでしょう。一概にそれが全てとは言
い切れないですが，今回のこのストライキの話だ
けではありませんが，そういう見られ方は常々あ
りました。ただ，我々旧 JSD からすると，UA
ゼンセン結成以降，会費，闘争，政治など，それ
までの運動論の違いを埋めるべく取り組んできた
つもりです。UA ゼンセンの組織員数は 180 万人
を超え，巨大化しています。ただ，組織が大きく
なろうと，大義が何であろうと，元々は別組織で
あろうと，私利私欲を抜きに「人としての気持ち
が伝わる活動」，組合活動の原点と言える「弱き
に寄り添い，守る精神」は絶対に忘れてはならな
いと思います。
　寺岡　そういう意味でいうと，当時の組織は若
干ねじれていて，旧 UI ゼンセン同盟のイトー
ヨーカ堂労組とそのグループ労組，旧 JSD の弊
組が同じセブン＆アイグループ労連傘下にいたの
で，生い立ちからすれば結構ねじれていたと思い
ます。ただ，考え方の違いはあれど，同じ親会社
に向けてよく勉強させてもらった実感はあります
し，一言では言い表せない気がします。

Ⅳ　ストライキを通じて得たこと

１　なぜ世論を味方につけられたのか

　首藤　世論を味方につけることができた理由は
どこにあると考えていますか。
　寺岡　いろんなものが複合的に絡んでいると
思っています。意識していたか，していなかった
かということでいうと，意識はもちろんしていま
した。というのは，そもそもそごう・西武労使の
問題ではあったわけですが，株式譲渡の主体者は
親会社だったので普段通り，型通りの労使協議で
は手に負えないという認識のなかで，世論を味方
につけて風向きを変えないと太刀打ちできない，
それぐらい巨大な相手だということだったので，
ある程度それを意識して途中から活動していま 
した。
　このストの手前でゴールデンウィーク前の 4 月
中旬に 5 日間，場所の関係で時間にすればわずか
15 時間ほどでしたが「西武池袋本店を残そう」
という街頭署名をしてお客様の声を直接聞いたり
しました。そこでびっくりしたのが署名数が 1 万
4484 筆にもなり，とくに告知もしていなかった
のでニュースを見てわざわざ場所を探してお客様
が署名してくれるんです。そして何か一言でも労
いや思い出話をして帰られる。地域の方々には今
回我々の活動が好意的に受けとめられているとい
うのをその時点で感じ取りました。だからストラ
イキの打ち方もその声に応えるようなやり方や打
ち出し方をしなきゃいけないなと考えていました。
　もう 1 つ違う視点で言うと，我々はここ数年お
店を断腸の想いでいろいろ閉めてきたんですけど
も，このときとの圧倒的な違いは，言葉が適切か
どうか分からないですが，売上げが減ってきて廃
れてきているなかでやむなく店舗を閉めるのと，
少なくとも百貨店業界全体で売上高 3 位で，世界
で類を見ない年間 7000 万人もの人が入店してい
るお店を無理やり売却するみたいな局面の違いは
相当あるなと思っていて。売れてないイコールお
客様に支持されてないのだとすると，それなりに
支持されているお店を全く逆の店舗にしようとし
ているわけで，かつ協業する相手も，別にヨドバ
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シさんが悪いとは思いませんが，ビックカメラさ
んやヤマダさんや，要するに，家電の品ぞろえが
駅前に飽和しているなかに更に導入しようとして
いるそのギャップが結構地域のお客様の背中を押
しているような気がしていまして，その違いも結
構あったかなという気がします。
　西村　ストライキをもう少し早く打つことは考
えなかったのでしょうか。たとえば，譲渡がほぼ
決まる，次の日に決まってしまうみたいなときよ
りも，もうちょっと早く打てれば，これだけやっ
ぱり社会的に支援が集まった行動だったので，何
かもしかしたらもっと違う対応を引き出せる可能
性もあったんではないか，と素人考えでは思って
しまいます。もちろんすごくいろいろなことを悩
まれて，やむにやまれぬ決断として 8 月 31 日の
実施に至ったということは分かるのですが。
　寺岡　8 月 31 日実施が適切だったのかどうか
は，正直，分からないです。ただ，争議権は労働
者の権利なので，やるのであれば思い切って打て
ばいいと思いますが，でも，多くの関係者を巻き
込むことや資金的なことも踏まえると乱発できな
いので。抜くか抜かないかのぎりぎりのタイミン
グが一番経営側に効くわけですよね。しかも 2 回
も 3 回も打てないし，ましてや 1 カ月連続で打つ
わけにもできないので，ここぞというときにしか
実施ボタンを押せないということからすると，も
ちろん早めにやったほうがよかったんじゃないか
という意見もあるとは思うのですが，可能な限り
打たずして終わるということが小売業でのれんの
信頼につながりますし，百貨店を生業としている
我々としては一番望ましかったかなと思ってい 
ます。
　西村　話し合いが継続しているなかでは難しい。
　寺岡　これは労働協約上も，平和義務の条項が
あって基本的には労使協議も最終やり尽くした結
果，打つ手がなくなって初めて打てるわけで，場
合によっては労働委員会への斡旋，調停を求める
こともあるわけです。それらを労使で相互確認せ
ずに交渉中に打つというのは，基本的にはご法度
です。
　鈴木　ご著書を読んでいて，ストをやるのは 1
日でもこんなに大変だということが印象的でし

た。しかし，ストライキというのは本来，生産ラ
インを止める，会社のオペレーションを止めて経
営の安定をおびやかすことで，労働者の交渉力と
するものですよね。その観点からは，たった 1 日
のストライキですと，経営への実質的な打撃はな
く，どうしても象徴的な意味合いが大きいかと思
います。それでもストを 2 日以上に拡大すること
は，難しいというお考えですか。
　寺岡　これは組合員とも度々議論したことです
けど，これもまた通常のストと違ってねじれてい
るのは，普通は相手が自分の会社なので，自社の
商品がつくれない，顧客に対するダメージがある
というのは，直接的な圧力となるわけですけど
も，私たちがストを打ってもたとえばグループ企
業のセブン－イレブンは営業をやめるわけではな
いですよね，うちの店舗を閉めても。組合員から
見ると，何で私たちのお客様に対してサービスを
止めなきゃいけないんですかと。今回の交渉の相
手は親会社セブンでしょう。セブン－イレブンに
対して不買運動するとかだったら分かりますよと
いう話はよく出たのです。ただ，それは労使関係
がないので，そこにはストを打てないわけですよ
ね。そういう意味では，直接的な労使関係という
か労使協議する相手でないとできないという，
ホールディングス傘下の一事業会社の難しさでも
あるなというのを今回感じました。
　首藤　グループ労連をつくっていたヨーカ堂の
労組とか，労連内の労組との関係性はどうでし 
たか。
　寺岡　この先イトーヨーカ堂がどうなるのか分
からないですけども，もともとイトーヨーカ堂グ
ループ労連と言われていた時代と，我々が後から
経営統合してくっついた今の労連というのは，企
業文化とか組織風土とかやっぱり扱われ方も含め
て若干温度差はあるんじゃないかなと思います。
全く何もしてくれなかったとは思ってないです。
思ってないですけども，やっぱり連携の仕方につ
いては難しさがあったかなと思いますね。
　鈴木　そうしますと今回の件では，ホールディ
ングスに圧力をかけるというのは，どんな手段を
使っても難しかったということなのでしょうか。
今回の M&A のディールの構造上，ストライキ
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という手段すら意味を持ちえないケースだったと
いうことでしょうか。
　寺岡　雇用の使用者性があるないというのも，
弁護士さんの考え方にも相違があって，いやそう
は言っても実質的に支配しているよと言う先生も
おられるので，そういうところからして，今の状
況からすると，一定程度の限界もあるのかなとい
う気はします。ただ，常に頭にあったのはグルー
プがコンビニに資源を集中する以上，私たちの後
も同様の選択と集中は続くでしょうから一番手と
して労働組合，従業員がないがしろにされるよう
な売却は絶対許してはいけないという信念は間違
いなくありました。
　西嶋　今回のストライキを受けて，先ほども話
しましたがその翌月にあった UA ゼンセン本部
の定期大会で百貨店の各労組がそれぞれの自治の
もと発言をしましたが，私の単組からは，2 つの
要望を出しました。
　1 つは，先ほどの組織内の利害調整の問題。そ
れは，今回のストライキだけじゃなくて，日常的
なことでも起きているわけです。たとえばレジ袋
削減の問題も，UA ゼンセン内にはレジ袋をつく
る企業と使う企業があり，利益相反するなど，政
策に関しても同様のことが起きています。今回の
ことは，結果的に，UA ゼンセン組織の論理や都
合で，加盟単組が割を食ったと僕は受けとめてい
ます。複合産別である UA ゼンセンが多様性あ
る組織として今後も運動し続けるのであれば，組
織のガバナンスをどうするのか。
　もう 1 つは，近年急速に増加している持株会社
制において，親会社の意向が強く働き，会社の統
廃合，M&A が拡大するなかで，上部団体が事業
会社労使だけではなく，親会社にどう関与してい
くのか，産別の役割として何ができるのか，そう
いった労使関係についての課題です。
　この 2 点に関しては，もう終わってしまったこ
ととはいえ，教訓としてしっかり検証と対策をし
てくれと要望を出し，今もゼンセン内で議論され
ていると聞いています。
　寺岡　時代が変わってきているなかで，法整備
や解釈も含めて，見直していくことが必要かもし
れません。昔はあんまり想定していなかったよう

な業界をまたいでいるような M&A や敵対的買
収も活況になってきているなかで，どっちかとい
うと，会社から見たときの法律の整備は進んでい
るのかもしれないですが，労働者保護の観点で見
たときの法の整備ってあんまり時代に追いついて
ないような気がします。そう考えたときに，今回
のこの事案も含めて，何かそういう機運が高まっ
てくればいいかなと思っています。
　西村　労働者保護の法令の法整備というと，た
とえばどういうことがありますか。
　寺岡　これは本当にそういうことができるのか
どうかというのは別として，ストが打てる対象
も，今だと，いわゆる労働協約上の労使関係のあ
るところしか打てないわけですよね。団体交渉も
そうですよね。だから，そういうところの視点も
含めて，何かもう少し解釈できないのかなと思い
ます。
　鈴木　なるほど。持株会社が解禁されて以降，
会社のあり方やいわゆるコーポレートガバナンス
は大きく変化したのに，労働法とくに労使関係法
がそれに対応してアップデートされているのかと
いう問題があるのかもしれません。
　西村　今回の背景には，労使間の信頼に基づい
て事前協議がきちんと尽くされなかったことがあ
ると思いますが，諸外国では，そういうのを法律
で整備しているところもあります。組合に対して
重要な変更が伴うようなことをする場合はきちん
と情報を提供しなさいとか，ボードメンバーに組
合の委員長が参加しなさいといったものがありま
すよね。そうであれば，ボードメンバーだったら
資料ももえらえるので分かりますし，情報提供義
務があれば，「それ法律で決まってますから」と
組合も行動できます。
　現状の日本だと，労使の信頼ベースに頼ってい
ますが，今後も信頼ベースでいいのか，それと
も，事業譲渡や M&A など変化が激しいなかで，
日本としても法整備などで強制力を利かせていく
ことが必要なのか，率直なご意見を聞かせてくだ
さい。
　寺岡　実はそこって当初のやりとりのなかで核
心的な部分でもあるのですが，何で事前協議って
言っているかというと，労働協約のなかに入って
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いるわけです。要するに，会社の売却を説明事項
とするのか，協議事項とするのか。これは単純な
株式売却だけであれば，資本政策の違いとなりこ
れは経営の専権事項なので，説明事項かと思いま
す。ただし，会社を売却することによって雇用の
問題が発生するのであれば，これは協議事項です
という立てつけになっているんです。まさに，そ
の文言をどう解釈するかという話で相当議論した
わけです。経営側の立場で言うと，いやいや，会
社を売却するけども，雇用は維持もするし，事業
も継続するのだから，これは説明事項なんだと。
我々は，旗艦店の池袋本店の土地，建物を売ると
いうこんな大型案件で，大半の売場がなくなるの
に雇用が変わらないわけがないでしょう，だから
協議事項なんだ，という押し問答が相当あったわ
けですね。
　これを法整備が足りる，足りないとか，文言が
どうだと言い始めると，協約の書き方，とらえ方
の問題になってくるので，ちょっと難しいかと思
います。我々も現状の労働協約が正解だとは思っ
ていないので，ほかの労組さんなり企業労使がど
う書いているかということも当然勉強しなきゃい
けないと思うのですが結局，大手の弁護士事務所
が経営側の顧問につくので，表現が難しいです
が，いくら法整備をやったところで解釈でごまか
されちゃうという懸念が僕はどうしても拭えない
んです。裁判にも立ち会ってみて勉強になりまし
た。そういう意味では，おっしゃるような信頼関
係とか人間関係とか誠実に，という点も重要で
す。それは，どこまで行ってもついて回ります
し，極めて日本的な労使関係ですが，根っこの部
分ではそれが大事になっちゃうのかなという気が
します。まして今回の親会社はそれが社是になっ
ていましたから。

２　ストライキの効果

　首藤　今回のストライキの効果をどうとらえて
いますか。
　寺岡　結果だけ見れば，株式譲渡契約を変えら
れなかったので，効果もくそもないと言えばそれ
までなんですが，目に見えないところでの効果と
いうか効能というのはありました。組織的には，

少なくともここ数年は，コロナ禍ということも
あって，組合員同士が面と向かって対話する場面
がなかったんです。そういうなかで，結果的にス
ト権確立に向けたオルグを通じて組合員みんなと
直接対話し，かつデモ行進もできました。デモ
は，我々が参加してくれと言うよりは，皆さんが
主体的に集まってくれた。想定では 50 名程度
だったのですが，それが，想定を超えた 300 名以
上という人数になったということなので，みんな
が声を出して，それがワンボイスになって世の中
を動かしたということの体験，体感をみんなが受
けたということの効果はすごく大きかった。それ
は組合活動だけじゃなくて，今後稼ぎ頭の池袋本
店がほぼない状況で会社を再建していくなかで
も，自分たちも声を上げれば届くということをみ
んなが感じられたのはよかったかなと思います。
　あとは，9 月 1 日を境に親会社が替わったわけ
ですけども，新オーナーも，本音はどう思ってい
るか分かりませんが，嫌でも我々の声に耳を貸さ
ないわけにはいかないなという対応というか素振
りというか，それは見え隠れしますよね。これは
目に見えない効果というか，今後，むしろここか
ら先のほうがいろいろあると考えれば，目の前の
対峙している相手だけじゃなくて，今後の対応に
も影響する。それは結果が出ても出なくても，
我々が 1 つ態度を示したという，行動に出たとい
うことだけをとらえていうと，そこの効果は今の
ところはあるんじゃないかという気はしています。
　西村　もともと目的が雇用の維持と事業の継続
だったと思うんですけども，新オーナーとの協議
のなかでもストの影響はありますか。
　寺岡　最初の協議の場面で，別に株式売却譲渡
が終わったからといって，雇用の維持とか事業継
続を我々がこれから言わないというか，「これで
終わりということじゃないです」とは言いまし
た。これからいろいろ事業を再編していけば，む
しろそれが具体化していくわけで，「ずっと見て
いきたいと思っていますよ」という話をしまし
た。それは「そのとおりだ」と，「守ると言った
以上は，それはちゃんと守るよ」と冒頭で言って
いただき，その発言は定期的におっしゃっている
んですね。守ると言った以上は，従業員が希望し
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ている限りは雇用を守るということ自体は変わっ
てないよと繰り返しおっしゃるわけです。そうい
うセリフが定期的に出てくるということは，意識
をされているんでしょうし，分からないことが
あって「この件を聞きたい」とアポイントを入れ
たら絶対断らず，必ず会ってくれますし，回答さ
れますね。
　鈴木　日本は「声を上げる」ということが難し
い社会，そういう人を見る機会が少ない社会だと
思います。今回，多くの人が「声を上げる」とい
う経験をしたことは，労働の世界，労働者にとっ
てはもちろん貴重な経験になったと思いますが，
それだけにとどまらず，たとえば子どもたちに
とっても「声を上げる」人を身近に見るというこ
とには大きな意味があったように思います。子ど
もたちだって，学校で声を上げたって良いわけ 
です。
　寺岡　ありがとうございます。ものすごく俯瞰
してとらえると，そこはあるなと思っていて，こ
れはたまたまうちの企業文化というか風土かもし
れませんが，官僚的というか，親会社から言われ
たことに従うというような仕事の仕方が中心で，
セブン傘下の時代は現場から声を上げることは少
なかったと思います。それは現経営陣にも指摘さ
れています。
　昔は違ったのかもしれませんけどね。旧セゾン
グループの文化というか企業体質は，好きなこと
をやって面白くやって文化をつくるというのが，
あったのかもしれませんけども，セブン＆アイ傘
下に入って，強力なトップダウンのもと，自分が
何か言うよりは従っているほうが楽だという文化
が蔓延していたような気がします。
　それはよくも悪くも労働組合も，会社の映し鏡
だとすると同様かもしれません。今回，百貨店部
会のなかでも，「もう 1 回労働運動見直そうね」
とか，「みんなで声を上げていこうね」，みたいな
きっかけづくりになったのであれば，よかったか
なと思います。
　首藤　今回のストをきっかけに，他労組でも何
かあったときには闘うんだという意識は広がった
のでしょうか。
　西嶋　間違いなく広がってはいると思います。

今回の経験は，労働組合活動の原点を振り返らせ
てもらったような気がしています。私は入社後専
従・非専従の期間を含め約 24 年組合活動をして
います。ただ，ストライキなんて全く別世界のも
のと思っていましたし，とくに百貨店でストをや
るなんて，考えてもいなかった。今回 1 年半ほど
寺岡さんにさまざまな情報を提供いただき，さま
ざまな取り組みを一緒にさせていただいて，意思
や思いだけではなく，実際に行動を起こすことの
重要性みたいなもの，とくにそれが，労働組合と
して労働者の気持ちを代弁してそれを武器に闘う
という，いわゆる労働組合の本質的な部分をあら
ためて学びました。
　結果が変えられなかったというのは，一緒に行
動してきた仲間としては非常に悔しい思いがあり
ますけれども，対 UA ゼンセンの課題を含めて，
さまざまな気づきが得られたこともあり，目に見
えない，いわゆる副次的な効果はすごくあったと
受けとめています。
　首藤　今回のことをきっかけに，日本でも今後
ストライキが増えていく，という見方もあります
が，どうでしょう。
　西嶋　副次的な効果はあったかもしれませんけ
ど，やはり本質を見ると，ストをしても変えよう
とした結論は変えられなかったわけです。ただそ
れは，ホールディングス内の労使関係の問題と
か，そもそもの経営者の資質の問題などいろんな
問題が絡みあってのことなので，これが正解の
パッケージだということは難しいと思うんです。
そもそも百貨店はストライキをやるべきじゃない
というのは，寺岡さんがスト当日にもおっしゃっ
ていたとおりで，私もそう思います。そういう意
味でいうと，ストというものを実際に決行するこ
とで何か労使関係上に有利に立つというようなこ
とは，個人的には増えていかないと思っていま
す。抜かない刀という意味での武器としては有効
かもしれませんけど，それは業種や労使関係にも
よると思いますが，抜いてしまったことで，いい
ことばかりではなく，多分マイナスもあると思い
ます。そのバランスからいうと，現実的な話スト
が増えていく機運にはなりづらいとは思ってい 
ます。
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　寺岡　いろんな意味で，手続上も複雑ですし，
組織体力も使うので，いきなりストが打てれば
ひょっとしたら広がるかもしれないのですけど
も，打つ前にスト権を確立しなきゃいけないと
か，全員投票やらなきゃいけないとか，仮にもス
トを打つとなると，資金も蓄えておかなきゃと
かってなります。割と新しい考え方の組織は，も
うストは非現実的だからって罷業資金を取り崩し
違う活用をしている認識もあります。そうする
と，そこのあり方も含めて今ふうにクラウドファ
ンディングで集めるのかとか，いや，同じ業種で
出し合うのかだとか，そういう仕組み，まわりの
状況も変えていかないと，今のパッケージでスト
実施を増やそうと思うと厳しいかなと思います。
　首藤　今回は，やむをえずストを打ちました
が，そうではなく，賃上げなどを含め，要求を飲
ませるためにストを打っていくというのは，組合
の現場から見て現実的ですか。
　寺岡　いや，多分そうはならないと思います
ね，恐らく。
　西嶋　私もならないと思いますね。労使関係が
良好な関係であれば，刀を抜かない方がいいんで
しょうけど，今回のホールディングス経営のよう
に相手によっては違う場合もあると思います。ま
た，協調的労使関係とよく言いますが，実際本当
にそうなのか，という疑問もあります。組合も何
か自分たちが都合のいいように事なかれで思って
いるだけで，実際は労使関係が会社主導で行われ
ていることも多分にあるのに，自分たちは協調的
労使関係のなかで「ストはこうあるべきだ」とし
ていないかなど，一概に決めづらいですね。何よ
り，日常的な労使関係における緊張感と信頼感が
ベースに求められると思います。
　鈴木　ストに至る直近ではなく，5 年や 10 年の
スパンで労使関係や労働組合のあり方を振り返っ
たときに，もっとこういうふうにしていたらよ
かったのではないか，というお考えはありますか。
　寺岡　難しい質問ですが，少なくともこの 1 年
半とか 2 年ぐらいの活動を振り返ったときに，全
てが正解だったかどうかというのは，正直自問自
答しても分からないですが，労働運動というか労
使関係のなかで，いろいろ考えるべききっかけを

つくれたという認識はあります。また，5 年 10
年たったときに，あのときがターニングポイント
だったねというような活動だった気はするんです
が，まだまだやりようがあったのかなとも思って
います。とくに上部団体との連携のあり方とか，
横のつながりとか，手の組み方は，振り返れば何
かもっとあったような気がします。

３　組合リーダーのあるべき姿

　首藤　組合リーダーのあるべき姿をどう考えて
いますか。
　寺岡　労働組合である以上，一丁目一番地は労
働者代表として従業員の声をどう届けるかという
ことなので，そういう意味では，雇用の維持，労
働条件の維持向上，これはどこまで行っても向き
合っていかなきゃいけないし，それを実現させる
ための働きがい，やりがいみたいなことを現場の
従業員にどう理解，納得してもらい，経営の考え
なり，我々のスタンスを落とし込んでいくのかと
いうことが一番問われる。
　そう考えると，最後は判断力とか着地力とか実
行力みたいなことが問われるんじゃないかと思っ
ていて，言ったはいいけどやってないみたいなこ
とだとみんなついてこないし，役割というかリー
ダーシップというか，そういうのは，ふだんから
意識しているわけじゃないんですけども，この 1
年半の間ではその都度判断を迫られる局面が多
かったので，それはむちゃくちゃ感じました。
　西嶋　これからの労働組合のリーダーは，過去
を捨てられて，自分自身で自分の意志や行動を変
えられる力，創る力を持つ人間だと思います。今
後の労働組合の存在意義を考えると，現在は人的
資本経営が主流になって，昔からの組合の専売特
許であった，賃上げや福利厚生改善，エンゲージ
メント向上などを，経営が主体的に，むしろ競合
他社と競い合うなかで取り組むなかで，これまで
どおりの労働組合活動のままでは，総体的に労働
組合の価値や存在意義が落ちていくのは明らかで
す。そういう意味で過去や従来の踏襲ではなく，
未来視点での活動が必要な要素だと思います。私
も労働組合の存在意義って何なのかなというのは
日々考えるんですが，1 つはやはり労働者の声を
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経営に反映するとか，声を上げる行為そのもの，
つまり，ボトムアップで会社を変えていくことが
重要で，それが最終的には人的資本経営にもつな
がるし，経営のガバナンスにも寄与すると思うの
で，そのことに愚直に向き合い具体的に行動でき
る人間かなと思います。
　西村　組合としてリーダーシップを発揮してい
くのは難しい面もあると思いますが，何か実践し
ていくうえで気をつけていることはありますか。
　寺岡　たとえば人事制度をどう変えていくかみ
たいなことは，別に組合が積極的に提案してもい
いわけで，会社経営そのものに対して組合は受け
身にならざるをえない面もありますが，積極的に
提言できるところも結構あると思っています。そ
こをどう深掘りしていくのかというのは，我々が
どこまで主体的に動いて，主張できるかという要
素が多分にあるんじゃないかなと思っているの
で，リーダーシップを取って，もう少しエッジを
利かせてうちの企業らしく行こうぜみたいなこと
はやれるかなと思っています。
　それと，リーダーシップというのは，これは会
社だろうが，組合だろうがトップになる人間とし
ては必要な要素だと思っていて，今回も，正解は
1 つではないと思いますし，そごう・西武社長で
あった林さんも相当葛藤があったと思います。解
任前に何か違う判断をしていれば，それはそれで
違うシナリオになるわけです。結果は同じかもし
れませんが少なくともプロセスは変わる，そう考
えると，経営側も組合側もしっかりとしたタイミ
ングで最適，最善な判断をすべきなんじゃないか

なと思います。
　西嶋　従来の顕在課題の解決型よりは，課題を
予測したり，潜在的な課題を察知し活動に反映す
ることが重要で，それが過去にとらわれない活動
だと思っているので，労働組合の立場から会社を
動かそうとか，経営を変えようということが活動
のテーマとして重要だと考えます。直近の活動事
例でいうと，今後労働供給制約社会が来るから，
それに向けて今やっておかなければならないこ
と，5 年後，10 年後を見据えやっておかなければ
ならないことを，組合から会社に対し提言してい
ます。最近話題になっているカスタマーハラスメ
ントの話も，我々は 2～3 年ほど前にその問題を
提言しており，それが現在の成果にもつながって
います。こういう未来視点で想像・創造していく
アクションを心掛け活動しています。
　首藤・鈴木・西村　どうもありがとうございま
した。

 1）2023 年 2 月期。同社 HP 発表による。
 2）日本経済新聞，2022 年 2 月 1 日など。
 3）日本経済新聞，2022 年 7 月 3 日など。
 4）日本経済新聞，2022 年 11 月 11 日など。
 5）寺岡（2024）。
 6）日本経済新聞，2024 年 8 月 31 日。
 7）セブン＆アイ・ホールディングスは，「社是」として「私た

ちは，お客様に信頼される，誠実な企業でありたい。私たち
は，取引先，株主，地域社会に信頼される，誠実な企業であり
たい。私たちは，社員に信頼される，誠実な企業でありたい。」
を掲げている。
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